
下呂市告示 232 号 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の２第３項及び下呂市公の施設に係る指定管

理者の指定手続等に関する条例（平成 17 年条例第 32 号）第５条第１項の規定により、次の施設

の指定管理者を指定したので、同条例第５条第２項の規定により告示します。 

 令和６年 12 月 27 日 

下呂市長  山 内  登 

施設の名称 
指定管理者 

指定の期間 
所在地 名 称 

下呂市オーガニック

ワークプレイス 

岐阜県下呂市森 2312

番地６ 

特定非営利活動法人

みらいろ 

理事長 向野 優子 

令和７年４月１日 

から 

令和 10 年３月 31 日 


